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は
じ
め
に

東
南
ア
ジ
ア
の
小
さ
な
都
市
国
家
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
社
会
は
、
近

年
少
し
ず
つ
変
わ
り
始
め
て
い
る
。
数
年
前
ま
で
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

の
「
代
名
詞
」
は
、
与
党
人
民
行
動
党
（People

�s A
ction Party : 

Ｐ
Ａ
Ｐ
）
の
権
威
主
義
的
な
一
党
支
配
下
で
の
急
激
な
経
済
成
長

と
、
抑
圧
さ
れ
た
市
民
社
会
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
初
代
首
相
リ
ー
・
ク
ア
ン
ユ
ー
（Lee K

uan Y
ew

, 

一
九
九

〇
年
ま
で
首
相
、
そ
の
後
も
上
級
相
、
顧
問
相
と
し
て
二
〇
一
一
年
五

月
ま
で
内
閣
に
留
ま
り
、
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
た
）
は
、「
我
々

は
何
が
正
し
い
の
か
決
め
る
。
国
民
が
ど
う
思
う
の
か
気
に
す
る
必

要
は
な
い
」（T

he Straits T
im

es, 

以
下ST

, 1987. 4. 20

）
と
豪

語
し
、
常
に
Ｐ
Ａ
Ｐ
は
正
し
く
、
そ
の
Ｐ
Ａ
Ｐ
一
党
支
配
ゆ
え
に
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
安
定
と
繁
栄
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
誇
っ
て
き
た
。

実
際
、
Ｐ
Ａ
Ｐ
は
一
九
六
八
年
か
ら
八
一
年
ま
で
国
会
の
全
議
席
を

占
め
、
経
済
発
展
と
社
会
の
「
安
定
」
の
実
績
に
よ
っ
て
、「
Ｐ
Ａ

Ｐ
はPeace and Prosperity

」
と
自
ら
を
誇
り
、
八
〇
年
代
か
ら

九
〇
年
代
は
一
時
支
持
率
を
落
と
し
た
も
の
の
、
二
〇
〇
一
年
総
選

挙
で
は
七
五
・
三
％
ま
で
支
持
率
を
回
復
さ
せ
て
い
た
。

だ
が
、
二
〇
一
一
年
五
月
の
総
選
挙
で
の
支
持
率
は
独
立
後
最
低

の
六
〇
・
一
％
と
な
り
、
野
党
は
こ
れ
ま
で
で
最
高
の
六
議
席
（
全

八
七
議
席
）
を
獲
得
し
た
。
選
挙
戦
終
盤
に
与
党
の
苦
戦
が
伝
え
ら

れ
る
と
、
リ
ー
初
代
首
相
の
長
男
リ
ー
・
シ
ェ
ン
ロ
ン
（Lee 

H
sien Loong

）
現
首
相
が
、
近
年
の
与
党
の
政
策
の
誤
り
を
認
め

て
謝
罪
す
る
と
い
う
、
前
代
未
聞
の
出
来
事
ま
で
起
こ
っ
た
（
田
村 

二
〇
一
三
：
四
五
）。

第
Ⅲ
部 

選
挙
が
壊
す
社
会
、
生
み
出
す
絆

ジ
ェ
ン
ダ
ー
、移
民
、Ｎ
Ｇ
Ｏ
―
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
政
治
変
動

田
村
慶
子

Ｐ
Ａ
Ｐ
の
得
票
率
を
史
上
最
低
に
ま
で
下
落
さ
せ
、
首
相
に
政
策

の
誤
り
を
謝
罪
さ
せ
る
ほ
ど
の
変
化
は
、
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
の
か
。
本
稿
で
は
、
長
い
間
沈
黙
し
て
き
た
市
民
社
会
の
活
発
化

に
注
目
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
政
治
変
動
を
論
じ
て
み
た
い
。

Ⅰ
低
調
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
国
民
が
Ｐ
Ａ
Ｐ
の
権
威
主
義
的
な
統
治
に
反

対
し
た
り
、
言
論
の
自
由
な
ど
の
民
主
化
を
求
め
て
組
織
的
な
運
動

を
起
こ
し
た
と
い
う
歴
史
は
、
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
る
。
経
済

発
展
と
そ
れ
に
よ
る
豊
か
さ
の
実
現
は
、
自
由
民
主
主
義
を
不
可
避

的
に
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
の
国
の
事
例
は
物
語
っ
て

い
る
。
で
は
、
市
民
社
会
は
な
ぜ
沈
黙
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

１
「
恐
れ
の
文
化
」

市
民
社
会
が
沈
黙
し
て
き
た
最
大
の
要
因
は
、
政
府
与
党
が
国
民

の
政
治
活
動
を
徹
底
的
に
規
制
し
、
管
理
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
対
す
る
規
制
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
憲
法
は
国
民
の
集
会
や
結
社
の
自
由
を
保
障
し

て
い
る
も
の
の
、
社
会
団
体
法
に
よ
っ
て
一
〇
人
以
上
の
メ
ン
バ
ー
を

有
す
る
団
体
に
は
登
録
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
登
録
官
は
団
体
が
治
安

を
乱
し
た
り
、
当
初
の
目
的
か
ら
逸
脱
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
と

み
な
し
た
場
合
は
、
登
録
を
取
り
消
す
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
団
体
に
は
毎
年
の
活
動
と
財
政
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
国
民
の
間
に
は
社
会
福
祉
活
動
へ
の
関
心
は
高
ま
り

つ
つ
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
奉
仕
活
動
を
行
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
増
え

た
。
し
か
し
、
行
政
の
監
視
や
政
府
に
対
す
る
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動

を
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
権
威
主
義
的
な
統
治
の
下
で
個

人
の
自
由
な
政
治
活
動
は
極
端
に
制
限
さ
れ
て
き
た
だ
け
で
な
く
、

政
府
は
政
党
と
い
う
公
認
の
政
治
組
織
以
外
の
団
体
が
政
治
活
動
を

す
る
こ
と
に
寛
容
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
公
の
政
策
は
す
べ
て

政
府
の
管
轄
で
あ
る
。
国
民
の
生
活
に
何
の
答
え
も
出
せ
な
い
者
の

領
域
で
は
な
い
」
と
い
う
理
由
で
、
各
種
団
体
だ
け
で
な
く
著
名
人

の
政
治
的
な
発
言
も
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
（
田
村 

二
〇

〇
四
：
一
二
九
―
一
三
一
）。

こ
の
よ
う
な
徹
底
的
な
規
制
に
加
え
て
、
一
九
八
七
年
に
治
安
維

持
法
（「
危
険
分
子
」
を
無
期
限
に
拘
束
・
逮
捕
で
き
る
）
に
よ
っ
て

二
二
人
も
の
人
々
が
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
は
、
市
民
社
会
を
完
全
に
萎

え
さ
せ
た
。
逮
捕
さ
れ
た
の
は
、
未
熟
練
外
国
人
労
働
者
の
た
め
に

人
権
救
済
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
て
、
労
働
者
の
法
律
相
談
に
応
じ
た

り
、
英
語
を
教
え
た
り
し
て
い
た
教
会
関
係
者
や
弁
護
士
で
あ
っ
た

が
、
政
府
は
彼
ら
が
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
国
家
転
覆
計
画
」
を
実
行

し
て
い
る
と
断
定
し
、
活
動
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
は
閉
鎖
、
外
国
人
宣
教
師
は
追
放
さ
れ
た
（
田
村 

二
〇
〇
二
：
一
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二
二
）。
治
安
維
持
法
に
よ
っ
て
、
一
九
六
〇
年
代
と
七
〇
年
代
は

多
く
の
「
共
産
主
義
者
」
が
拘
束
さ
れ
た
が
、「
共
産
主
義
」
と
は

無
関
係
の
人
権
活
動
家
や
弁
護
士
が
拘
束
・
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
こ

の
事
件
に
よ
っ
て
、「
恐
れ
の
文
化
」
が
社
会
に
根
付
き
、
国
民
を

政
治
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
（Y

ao 2007

）。

２
政
治
シ
ス
テ
ム
に
恭
順
な
人
々

表
は
二
〇
一
一
年
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
（
一
五
歳
以
上
）
の
職
業

分
布
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
分
布
の
な
か
で
月
収
が
五
〇
〇
〇
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
ド
ル
（
Ｓ
ド
ル
）
を
超
え
る
比
率
を
示
し
て
い
る
。
全
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
人
労
働
者
の
平
均
月
収
が
約
三
〇
〇
〇
Ｓ
ド
ル
で
あ
る

か
ら
、
経
営
・
管
理
職
や
専
門
・
技
術
職
の
所
得
が
い
か
に
高
い
か

が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
な
人
々
は
、
政
府
が
一
九
七
九
年
か
ら
開
始
し
た
産
業

構
造
の
高
度
化
政
策
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
労
働
集

約
的
な
低
付
加
価
値
産
業
を
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
撤
退
さ
せ
、
資

本
・
知
識
集
約
的
な
高
付
加
価
値
産
業
を
誘
致
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
経
済
政
策
の
転
換
に
伴
っ
て
熟
練
労
働
者
の
育
成
が
図
ら
れ
、
高

等
教
育
機
関
は
毎
年
大
幅
に
拡
充
さ
れ
た
。
大
学
と
ポ
リ
テ
ク
ニ
ッ

ク
（
高
等
専
門
学
校
）
な
ど
高
等
教
育
機
関
修
了
者
は
、
一
九
九
〇

年
の
一
五
％
か
ら
二
〇
一
一
年
の
四
六
・
五
％
（Singapore 

Y
earbook of Statistics

各
年
版
）
へ
と
急
増
し
た
。
高
等
教
育
機

関
の
な
か
で
も
大
学
の
学
位
が
あ
れ
ば
、
高
い
給
与
と
社
会
的
地
位

の
高
い
職
業
が
ほ
ぼ
約
束
さ
れ
る
。
二
〇
一
一
年
の
大
卒
者
の
平
均

初
任
給
は
、
学
部
に
よ
っ
て
異
な
る
が
約
三
一
五
〇
～
五
〇
〇
〇
Ｓ

ド
ル
（ST

, 2012. 5. 13

）
で
、
初
任
給
の
段
階
で
全
労
働
者
の
平

均
月
収
を
越
え
て
い
る
。

ま
た
、
国
民
の
八
二
％
は
政
府
公
団
に
住
ん
で
い
る
が
、
月
収
約

一
万
Ｓ
ド
ル
以
上
の
高
額
所
得
者
は
公
団
に
住
む
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
、
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
や
一
戸
建
て
を
購
入
す
る
。
高
額
所
得
者

の
増
加
に
よ
っ
て
、
豪
華
な
邸
宅
や
最
新
の
デ
ザ
イ
ン
の
コ
ン
ド
ミ

ニ
ア
ム
の
売
り
上
げ
は
好
調
で
あ
る
。

豊
か
に
な
っ
た
人
々
の
圧
倒
的
多
数
は
、
個
人
の
努
力
で
高
い
学

歴
を
得
て
、
専
門
職
、
政
府
系
や
外
資
系
企
業
の
管
理
職
、
高
級
官

僚
に
な
れ
ば
、
高
額
所
得
が
約
束
さ
れ
、
豪
華
な
住
宅
に
住
め
る
の

だ
か
ら
、
政
府
与
党
の
統
治
も
悪
く
な
い
と
考
え
て
い
る
。
Ｐ
Ａ
Ｐ

一
党
支
配
の
下
で
自
由
な
政
治
批
判
や
政
治
活
動
は
困
難
ゆ
え
に
、

自
分
た
ち
に
残
さ
れ
た
道
は
政
治
を
回
避
し
て
政
府
が
認
め
る
範
囲

内
で
行
動
し
て
豊
か
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
Ｐ
Ａ
Ｐ
一
党
支
配

は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
シ
ス
テ
ム
に
恭
順
な
人
々
の
意
識
と
行
動
に

も
支
え
ら
れ
て
い
る
（
田
村 

二
〇
一
三
：
四
七
―
四
八
）。

Ⅱ
変
革
を
求
め
て
立
ち
上
が
っ
た
人
々

１
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
主
流
化

一
九
八
〇
年
代
の
こ
の
よ
う
な
閉
塞
的
な
状
況
の
な
か
で
も
、
変

革
を
訴
え
て
立
ち
上
が
っ
た
少
数
の
人
々
も
存
在
し
た
。
八
五
年
に

結
成
さ
れ
た
行
動
と
研
究
の
た
め
の
女
性
協
会
（A

ssociation of 
W

om
en for A

ction and Research

：
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
）
で
、
結
成
の

直
接
の
き
っ
か
け
は
八
三
年
に
政
府
が
打
ち
出
し
た
高
学
歴
女
性
の

多
産
奨
励
策
で
あ
っ
た
。
政
府
は
、
低
下
す
る
一
方
の
出
生
率
、
と

り
わ
け
高
学
歴
女
性
の
低
出
生
率
（
一
九
八
〇
年
で
既
婚
女
性
全
体

で
は
三
・
四
、
大
卒
既
婚
女
性
は
一
・
六
）
を
懸
念
し
て
、
高
学
歴

女
性
に
は
多
産
を
奨
励
し
、
低
学
歴
女
性
に
は
二
人
産
ん
だ
後
に
避

妊
を
奨
励
す
る
と
い
う
政
策
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
に

反
対
し
て
立
ち
上
が
っ
た
女
性
た
ち
は
、
①
す
べ
て
の
分
野
に
お
け

る
女
性
の
参
加
と
意
識
の
向
上
、
②
男
女
平
等
の
達
成
、
を
掲
げ

て
、
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
を
立
ち
上
げ
た
。
高
学
歴
女
性
の
多
産
奨
励
策
は

彼
女
ら
を
含
む
多
く
の
国
民
の
激
し
い
批
判
を
受
け
て
、
八
五
年
に

廃
止
さ
れ
た
。

Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
の
活
動
は
、
そ
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
た
め
の
独
自

の
調
査
・
研
究
活
動
か
ら
、
女
性
の
社
会
教
育
、
職
業
訓
練
、
セ
ミ

ナ
ー
や
講
演
会
の
主
催
、
電
話
相
談
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
れ
ら

は
機
関
誌
（A

W
A

REN
ESS

）
で
紹
介
さ
れ
る
。
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
が

大
き
な
注
目
を
集
め
た
の
は
、
政
府
の
女
性
差
別
的
政
策
に
対
し

て
、
綿
密
な
調
査
に
基
づ
く
デ
ー
タ
を
提
示
し
な
が
ら
反
対
の
陣
を

張
り
、
政
策
の
転
換
を
迫
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
当
時
、「
家
長
の
男
性
が
家
族
を
養
う
の
が
ア
ジ
ア

の
伝
統
」
で
あ
る
と
し
て
、
女
性
公
務
員
の
扶
養
家
族
は
免
税
措
置

や
医
療
費
優
遇
が
受
け
ら
れ
ず
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
女
性
と
結
婚
し

た
外
国
人
夫
や
子
ど
も
の
市
民
権
取
得
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
（
そ
の

逆
は
自
動
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
）、
ま
た
、「
女
性
は
結
婚
す
る
と

仕
事
を
辞
め
る
」
と
い
う
理
由
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
医
学

部
の
女
性
入
学
者
比
率
は
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
。
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ

は
、
一
九
九
五
年
の
機
関
誌
に
「
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
家
族
と
は
何

か
」
と
い
う
特
集
を
行
い
、
移
民
社
会
で
あ
っ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で

は
男
性
ど
う
し
の
「
結
婚
」
が
稀
で
は
な
か
っ
た
こ
と
や
、
長
い
間

核
家
族
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
、「
政
府
が
い
う
ア
ジ

ア
の
伝
統
と
は
決
し
て
ア
ジ
ア
固
有
の
も
の
で
は
な
い
」
と
反
論

職業 人口比率
（％）

月収5000Sドル
以上（％）

経営・管理 17.8 62.8

専門・技術 34.4 30.8

事務・販売 24.6  2.3

生産工程 12.7  1.7

清掃関連他 10.8  0.4

表　職業分布と高額所得者の割合
（2011年）

（出所）Report of Economic Survey of 
Singapore 2011より算出。
http://www.mom.gov.sg/Documents/
statistics-publications/manpower-supply/
report-labour-2011/mrsd_2011Labour 
Force. pdf（2012年6月20日参照）
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し
、
外
国
人
夫
の
市
民
権
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
に
国
外
に
去
る
女

性
が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
、
ほ
と
ん
ど
の
女
性
医
師
が
結
婚
後
も
仕

事
を
続
け
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
を
示
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立

大
学
医
学
部
の
女
性
入
学
者
ク
ォ
ー
タ
制
を
批
判
し
た

（A
W

A
REN

ESS, M
ay 1995

）。
さ
ら
に
、
深
刻
な
家
庭
内
暴
力
の

事
例
を
示
し
、
政
府
が
も
っ
と
こ
の
問
題
に
目
を
向
け
る
よ
う
迫
っ

た
（A

W
A

REN
ESS, M

ay 1993

）。

Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
を
通
し
て
ほ

ぼ
唯
一
活
発
な
活
動
を
行
っ
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
、
国
内
は
も
ち
ろ
ん
国
際

的
な
評
価
も
と
て
も
高
い
。
政
府
が
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
の
活
動
を
容
認
し

た
の
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
抑
圧
的
な
政
治
を
行
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
「
証
拠
」
を
世
界
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
っ
た
ろ

う
。
も
っ
と
も
、
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
は
自
由
に
活
動
で
き
た
わ
け
で
は
決

し
て
な
く
、
一
九
八
七
年
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
国
家
転
覆
計
画
」

容
疑
の
逮
捕
者
の
な
か
に
は
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
会
員
が
三
人
含
ま
れ
て
い

た
し
、
当
時
の
中
心
メ
ン
バ
ー
は
、「
誰
か
に
尾
行
さ
れ
、
電
話
は

盗
聴
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
」、
ま
た
家
庭
内
暴
力
問
題
を
提
起

し
た
と
き
に
は
、「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
悪
く
し
、
観
光

客
を
遠
ざ
け
る
」
と
い
う
理
由
で
政
府
に
自
重
を
求
め
ら
れ
た
、
と

回
想
し
て
い
る
（Singam

 2013: 183, 188

）。
活
動
は
、
政
治
的
発

言
を
避
け
て
「
政
府
が
許
容
で
き
る
ギ
リ
ギ
リ
の
範
囲＊

１

」
で
行
わ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。

た
だ
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
政
府
は
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
の
活
動

を
容
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
要
求
を
受
け
入
れ
て
次
々
と
政
策

転
換
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
に
関
す

る
国
際
的
な
関
心
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
府
は
女

性
差
別
的
な
政
策
を
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、

労
働
力
の
不
足
に
よ
っ
て
既
婚
女
性
の
労
働
力
化
を
進
め
る
必
要
に

迫
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
政
府
は
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
会
長
や
会
長
経
験
者

を
任
命
議
員
と
し
て
国
会
に
招
請
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
任
命
議
員

と
は
、
優
秀
な
人
物
を
社
会
各
層
か
ら
広
く
確
保
す
る
た
め
に
、
国

会
が
議
員
を
直
接
指
名
す
る
と
い
う
制
度
で
、
任
期
は
二
年
（
再
任

あ
り
）、
人
数
は
六
名
以
内
（
二
〇
一
〇
年
に
は
九
名
に
増
加
）
で
あ

る
。
た
だ
、
任
命
議
員
に
は
憲
法
改
正
や
予
算
案
に
対
す
る
投
票
権

は
な
い
。
任
命
議
員
と
な
っ
た
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
会
長
経
験
者
は
、
男
性

議
員
か
ら
の
野
次
や
嘲
笑
を
も
の
と
も
せ
ず
、「
野
党
以
上
の
迫
力

で
政
府
に
迫
っ
た
」（A

siaw
eek, 1996. 12. 13

）
と
言
わ
れ
て
い

る
。外

国
人
夫
の
市
民
権
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
医
学
部
女
性
入

学
者
ク
ォ
ー
タ
制
、
女
性
公
務
員
の
扶
養
家
族
問
題
の
解
決
に
加
え

て
、
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
の
要
求
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
は
女
子
学
生
の
み
が

必
修
で
あ
っ
た
小
中
学
校
の
家
庭
科
が
男
女
共
通
科
目
と
な
っ
た
。

２
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
―
外
国
人
家
事
労
働
者
の
権
利
獲
得

二
〇
〇
三
年
、
外
国
人
家
事
労
働
者
（
す
べ
て
女
性
）
の
待
遇
改

善
、
法
的
保
護
、
社
会
福
祉
施
設
の
充
実
と
男
女
の
性
的
役
割
分
担

意
識
を
変
え
る
こ
と
で
、
家
事
労
働
者
に
依
存
し
な
い
社
会
を
創
る

こ
と
を
掲
げ
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
、
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
（T

ransient 
W

orkers Count 2

）
が
結
成
さ
れ
た
。
外
国
人
労
働
者
問
題
は
、

一
九
八
七
年
以
来
一
五
年
ぶ
り
で
市
民
社
会
の
議
題
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
は
一
九
九
九
年
に
、
市
民
社
会
を
考
え
る
討
論
グ

ル
ー
プ
Ｔ
Ｗ
Ｃ
（T

he W
orking Com

m
ittee of Civil Society

）

に
集
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
、
そ
の
精
神
を
引
き
継
ぐ
と
い

う
意
味
で
２
を
付
け
た
（Gee &

 H
o 2006

）。
な
お
、
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ

が
女
性
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
人
家
事
労
働
者
の

問
題
に
消
極
的
で
あ
っ
た
の
は
、
八
七
年
の
「
記
憶
」
と
、
Ａ
Ｗ
Ａ

Ｒ
Ｅ
会
員
の
多
く
が
家
事
労
働
者
の
雇
用
主
で
も
あ
っ
た
た
め
に
、

会
員
内
部
の
対
立
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
（T

an 2007: 205

）。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
当
時
約
一
五
万
人
の
家
事
労
働
者
が
働
い
て

い
た
が
、
仕
事
の
内
容
は
各
家
庭
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
理
由
で

雇
用
法
は
適
用
さ
れ
ず
、
仕
事
や
時
間
、
賃
金
な
ど
は
雇
用
主
と
個

別
に
契
約
を
結
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
「
住
み
込
み
」
が
原
則
で
、
食

事
や
医
療
費
な
ど
家
事
労
働
者
の
生
活
に
か
か
わ
る
こ
と
す
べ
て
は

雇
用
主
が
提
供
す
る
た
め
、
彼
女
ら
の
立
場
は
弱
い
。
こ
の
よ
う
な

状
況
は
身
体
的
・
性
的
虐
待
を
生
み
や
す
く
し
、
二
〇
〇
一
年
で

「
九
日
に
一
件
の
割
合
で
虐
待
が
起
こ
っ
て
い
る
」（ST

, 2002. 7. 
27

）
と
報
告
さ
れ
て
い
た
。

Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
は
、
雇
用
主
と
家
事
労
働
者
の
よ
り
よ
い
関
係
構
築
を

め
ざ
す
た
め
の
小
冊
子
の
作
成
、
家
事
労
働
者
や
斡
旋
業
者
、
政
府

関
係
者
を
招
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー
や
討
論
会
の
開
催
に
加
え
て
、「
日

曜
を
休
日
に
」
を
掲
げ
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
啓
発
活
動
を
、
Ａ
Ｗ
Ａ

Ｒ
Ｅ
な
ど
い
く
つ
か
の
女
性
団
体
と
協
力
し
て
行
っ
た
。
さ
ら
に
、

家
事
労
働
者
の
仕
事
や
賃
金
に
最
低
基
準
を
設
け
る
こ
と
を
盛
り
込

ん
だ
「
家
事
労
働
者
法
」
草
案
を
発
表
す
る
な
ど
し
て
、
大
き
な
注

目
を
集
め
た
（
田
村 

二
〇
〇
八
：
二
六
一
―
二
六
二
）。

政
府
は
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
の
登
録
許
可
審
査
に
一
年
余

も
か
け
る
な
ど
、
当
初
は
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
の
活
動
を
警
戒
し
て
い
た
よ
う

で
あ
っ
た
が
、
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
が
設
け
た
外
国
人
労
働
者
緊
急
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
に
政
府
系
財
団
が
補
助
金
を
出
す
な
ど
そ
の
活
動
に
協
力
し
は

じ
め
、
さ
ら
に
斡
旋
業
者
へ
の
監
視
や
、
雇
用
主
に
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
受
講
を
義
務
付
け
る
と
い
う
、
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
が
こ
れ
ま
で
要
求

し
て
き
た
こ
と
を
取
り
入
れ
た
。
政
府
の
こ
の
よ
う
な
協
力
的
な
姿

勢
は
、
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
の
活
動
が
国
民
に
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
加
え

て
、
家
事
労
働
者
の
処
遇
改
善
を
送
り
出
し
国
が
強
く
要
求
す
る
よ

う
に
な
り
、
処
遇
の
問
題
は
国
際
問
題
に
な
り
う
る
こ
と
、
最
大
の

送
り
出
し
国
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
順
調
な
経
済
発
展
が
続
い
て
雇
用
機

会
が
改
善
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
家
事
労
働
者
を
確
保
で
き
な
く
な

る
可
能
性
が
出
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は
家
事
労
働

者
と
雇
用
主
の
契
約
に
は
最
低
基
準
を
設
け
る
こ
と
に
な
り
、
休
日

や
長
期
休
暇
を
与
え
る
こ
と
な
ど
が
決
定
し
た
。
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Ⅲ
政
治
変
動
の
き
ざ
し

１
政
治
意
識
の
変
化

変
革
を
求
め
て
立
ち
上
が
っ
た
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
や
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
の
活
動

は
市
民
社
会
を
刺
激
し
、
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
た
干
潟
の
保
全
活
動

を
行
っ
て
注
目
さ
れ
た
自
然
保
護
団
体
ネ
ー
チ
ャ
ー
・
ソ
サ
イ
エ

テ
ィ
な
ど
、
他
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
っ
た
。
で
は
、

こ
れ
ら
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
発
な
活
動
は
国
民
一
般
の
政
治
意
識
を
変
え
た

の
だ
ろ
う
か
。

政
府
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る
政
策
研
究
所
は
、
有
権
者
（
二
一

歳
以
上
）
一
〇
九
二
人
を
対
象
に
二
〇
一
〇
年
七
月
か
ら
一
〇
月
に

か
け
て
政
治
意
識
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
翌
二
〇
一

一
年
五
月
末
に
公
表
し
た
（T

an et al. 2011

）。
研
究
所
の
研
究
員

と
社
会
学
者
が
民
間
の
調
査
会
社
の
協
力
を
得
て
行
っ
た
こ
の
調
査

は
、
世
代
別
・
教
育
程
度
別
の
政
治
意
識
に
つ
い
て
興
味
深
い
結
果

を
示
し
た
。

ま
ず
、「
言
論
の
自
由
よ
り
も
経
済
発
展
を
優
先
す
る
」
と
い
う

項
目
に
「
強
く
賛
成
・
賛
成
」
と
答
え
た
の
は
、
調
査
対
象
者
全
体

で
七
〇
・
一
％
に
上
る
も
の
の
、
二
一
～
三
九
歳
で
「
強
く
賛
成
・

賛
成
」
し
た
の
は
六
一
・
三
％
、
六
〇
歳
以
上
で
は
七
五
・
三
％

と
、
若
い
層
の
方
が
比
較
的
言
論
の
自
由
を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
さ
ら
に
、
高
等
教
育
を
受
け
た
層
の
方
が
言
論
の
自
由
を

重
ん
じ
て
い
る
。
ま
た
、
対
象
者
全
体
の
七
三
・
二
％
が
「
自
分
の

考
え
で
政
府
を
動
か
せ
る
強
い
指
導
者
が
必
要
」
と
い
う
項
目
に
、

「
強
く
賛
成
・
賛
成
」
と
答
え
た
。
た
だ
、
こ
れ
を
年
齢
別
に
見
る

と
、
若
い
層
ほ
ど
「
強
く
賛
成
・
賛
成
」
す
る
比
率
は
下
が
り
、
二

一
～
三
九
歳
で
は
六
六
・
七
％
で
あ
っ
た
。

一
方
、「
公
然
と
政
府
を
批
判
す
る
自
由
が
も
っ
と
与
え
ら
れ
る

べ
き
」
と
い
う
項
目
に
対
し
て
は
、
全
体
の
五
〇
・
一
％
が
「
強
く

賛
成
・
賛
成
」
し
、「
政
府
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
へ
の
規
制
は
強
す
ぎ

る
」「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
政
治
や
政
党
、
選
挙
の
報
道
は
偏
向
し
て

い
る
」
と
い
う
項
目
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
六
・
二
％
、
四
八
％
が

「
強
く
賛
成
・
賛
成
」
し
て
い
る
。

こ
の
調
査
結
果
か
ら
は
、
若
い
層
お
よ
び
高
い
教
育
を
受
け
た
層

の
方
が
言
論
の
自
由
を
重
ん
じ
、
Ｐ
Ａ
Ｐ
の
権
威
主
義
的
な
統
治
よ

り
も
民
主
主
義
的
な
政
治
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
層
を
含

め
て
全
体
の
半
数
が
言
論
空
間
の
拡
大
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。「
我
々
は
何
が
正
し
い
の
か
決
め
る
。
国
民
が
ど
う
思
う
の
か

気
に
す
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
リ
ー
元
首
相
の
考
え
に
反
発
す
る

人
々
が
確
実
に
増
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
年
齢
や
教
育
程

度
に
関
係
な
く
、
調
査
対
象
者
の
半
分
以
上
が
言
論
の
自
由
よ
り
も

経
済
発
展
を
優
先
し
、
強
い
指
導
者
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
政
治

シ
ス
テ
ム
に
恭
順
な
人
々
が
い
ま
だ
に
多
数
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
よ
う
。

２
二
〇
一
一
年
五
月
総
選
挙

独
立
以
来
一
一
回
目
と
な
る
二
〇
一
一
年
五
月
の
総
選
挙
で
は
、

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
Ｐ
Ａ
Ｐ
の
得
票
率
は
史
上
最
低
の
六
〇
・

一
％
と
な
り
、
野
党
は
こ
れ
ま
で
で
最
高
の
六
議
席
を
獲
得
し
た
。

得
票
率
が
六
〇
％
余
で
あ
っ
て
も
議
席
の
ほ
と
ん
ど
を
獲
得
で
き
る

の
は
、
与
党
有
利
の
選
挙
制
度
ゆ
え
で
あ
る
。

選
挙
区
は
一
人
区
と
グ
ル
ー
プ
選
挙
区（Group Representation 

Constituency

：
Ｇ
Ｒ
Ｃ
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
与
党
有
利
と

な
る
の
は
、
前
回
選
挙
で
野
党
の
得
票
が
伸
び
た
区
は
次
回
選
挙
の

選
挙
区
割
り
で
た
び
た
び
統
合
・
分
割
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
さ
ら

に
華
人
に
偏
っ
て
い
た
国
会
議
員
の
民
族
比
率
是
正
の
た
め
に
導
入

さ
れ
た
Ｇ
Ｒ
Ｃ
で
あ
る
。
Ｇ
Ｒ
Ｃ
と
は
、
数
人
が
一
つ
の
チ
ー
ム
を

作
っ
て
立
候
補
し
、
有
権
者
は
そ
の
チ
ー
ム
に
投
票
す
る
。
一
つ
の

チ
ー
ム
に
は
必
ず
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
イ
ン
ド
系
や
マ
レ
ー
系
を
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
政
府
与
党
は
各
チ
ー
ム
に
必
ず
現
職

の
大
臣
を
入
れ
、
大
臣
が
選
挙
運
動
の
中
心
を
担
う
と
い
う
戦
術
を

取
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
有
権
者
は
名
前
の
知
ら
れ
て
い
る
大
臣
の

チ
ー
ム
に
投
票
す
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
た
だ

で
さ
え
人
材
の
乏
し
い
野
党
は
多
く
の
候
補
者
を
そ
ろ
え
る
の
が
大

変
で
、
Ｇ
Ｒ
Ｃ
区
の
い
く
つ
か
は
常
に
与
党
の
不
戦
勝
に
な
る
。
Ｇ

Ｒ
Ｃ
は
一
九
八
八
年
に
は
三
人
チ
ー
ム
区
が
一
三
設
け
ら
れ
た
だ
け

で
あ
っ
た
が
、
総
選
挙
の
た
び
に
増
加
し
、
二
〇
一
一
年
で
は
四
人

チ
ー
ム
区
二
、
五
人
チ
ー
ム
区
一
一
、
六
人
チ
ー
ム
区
二
と
な
り
、

Ｇ
Ｒ
Ｃ
だ
け
で
七
五
議
席
で
あ
っ
た
。

し
か
し
二
〇
一
一
年
総
選
挙
で
は
、
Ｐ
Ａ
Ｐ
は
初
め
て
Ｇ
Ｒ
Ｃ
五

人
チ
ー
ム
区
で
敗
北
し
て
一
挙
に
五
議
席
を
失
っ
た
（
野
党
は
こ
の

Ｇ
Ｒ
Ｃ
区
と
一
人
区
一
議
席
を
獲
得
）。
続
い
て
、
二
〇
一
三
年
七
月

の
補
欠
選
挙
で
も
、
Ｐ
Ａ
Ｐ
は
敗
北
、
野
党
の
議
席
は
七
と
な
っ

た
。
Ｐ
Ａ
Ｐ
の
低
落
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。

二
〇
一
一
年
総
選
挙
の
大
き
な
争
点
の
一
つ
が
外
国
人
問
題
で

あ
っ
た
こ
と
も
、
若
い
有
権
者
に
野
党
を
選
択
さ
せ
た
理
由
で
あ
っ

た
。
二
〇
〇
二
年
か
ら
の
一
〇
年
間
で
、
外
国
人
（
労
働
者
と
そ
の
家

族
、
留
学
生
や
研
修
生
）
は
七
五
万
四
〇
〇
〇
人
か
ら
一
三
五
万
人
に

急
増
、
人
口
に
占
め
る
外
国
人
の
割
合
は
二
〇
一
二
年
に
は
二
八
％

に
ま
で
達
し
た
。
以
前
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
と
は
あ
ま
り
競
合
し
な

い
肉
体
労
働
者
や
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
が
支
援
の
対
象
と
し
た
家
事
労
働
者
、

一
部
の
高
度
技
能
者
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
中
級

技
術
者
や
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
中
間
管
理
職
従
事
者
を
は
じ
め
と
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
り
、
雇

用
を
め
ぐ
っ
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
と
の
競
合
が
増
え
た
。
同
時
に
、

外
国
人
も
永
住
権
を
持
て
ば
中
古
の
公
団
を
購
入
で
き
る
た
め
、
公

団
が
不
足
し
て
そ
の
価
格
が
上
が
り
、
ま
た
民
間
の
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア



187 ジェンダー、移民、NGO 186

ム
や
一
戸
建
て
価
格
も
高
騰
し
た
。
土
地
が
狭
く
、
娯
楽
の
少
な
い

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
多
く
の
国
民
の
夢
は
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
や
一

戸
建
て
に
住
む
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
高
額
所
得
者
以
外
の
一

般
国
民
に
は
手
が
届
か
な
い
よ
う
な
価
格
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

総
選
挙
の
特
色
は
、
第
一
に
、
二
一
～
三
四
歳
の
有
権
者
が
全
体

の
二
五
％
を
超
え
る
と
い
う
若
い
有
権
者
が
多
か
っ
た
こ
と
、
第
二

に
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
る
フ
ェ
ィ
ス
ブ
ッ
ク
や
ツ
ィ
ッ

タ
ー
の
使
用
が
選
挙
期
間
中
に
認
め
ら
れ
た
た
め
に
、
既
成
メ
デ
ィ

ア
で
は
普
段
は
報
道
さ
れ
な
い
野
党
の
動
向
が
大
々
的
に
ニ
ュ
ー
メ

デ
ィ
ア
を
通
し
て
流
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
貧
し

か
っ
た
時
代
を
知
ら
ず
、
高
い
教
育
を
受
け
て
（
二
〇
一
一
年
の
統

計
に
よ
れ
ば
、
二
五
～
三
四
歳
の
八
八
％
が
中
等
教
育
修
了
以
上
の
学

歴
を
持
つ
）
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
を
自
在
に
操
れ
る
彼
ら
・
彼
女
ら
の

な
か
に
は
、
政
策
研
究
所
の
政
治
意
識
調
査
が
示
し
た
よ
う
に
、
言

論
の
自
由
を
重
ん
じ
、
Ｐ
Ａ
Ｐ
の
権
威
主
義
的
な
統
治
よ
り
も
民
主

主
義
的
な
政
治
を
求
め
た
者
も
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

れ
か
ら
結
婚
し
て
家
庭
を
持
と
う
と
い
う
若
い
有
権
者
に
は
、
外
国

人
と
の
熾
烈
な
職
争
い
や
不
動
産
価
格
の
高
騰
は
深
刻
な
問
題
で
あ

る
。
高
い
教
育
を
受
け
て
も
そ
れ
に
見
合
う
職
や
住
宅
が
見
つ
か
ら

な
い
こ
と
へ
の
不
満
と
焦
り
は
、
政
府
与
党
へ
の
批
判
票
と
な
っ
た
。

第
三
に
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
多
く
の
高
い
学
歴
と
高

い
社
会
的
地
位
を
持
つ
、
こ
れ
ま
で
な
ら
Ｐ
Ａ
Ｐ
か
ら
立
候
補
し
た

よ
う
な
「
華
や
か
な
」
人
々
が
野
党
候
補
者
と
し
て
選
挙
に
立
っ
た

こ
と
で
あ
る
。「
華
や
か
な
」
野
党
候
補
者
の
な
か
に
は
、
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
な
ど
で
学
ん
だ
著
名
な
国

際
弁
護
士
や
、
元
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
軍
大
佐
の
ほ
か
、
中
等
教
育
修

了
時
の
成
績
優
秀
者
に
与
え
ら
れ
る
政
府
奨
学
金
に
よ
っ
て
海
外
の

一
流
大
学
で
学
位
を
取
得
し
、
帰
国
後
の
一
定
期
間
政
府
に
勤
務
し

た
元
上
級
公
務
員
も
い
た
（T

an &
 Lee 2011: 67-90

）。
た
と
え

ば
、
そ
の
一
人
で
あ
る
タ
ン
・
ジ
ー
セ
イ
（T

an Jee Say

）
は
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
卒
業
後
に
一
一
年
間
政
府
に
勤
務
し
、
そ
の
う

ち
五
年
間
は
ゴ
ー
・
チ
ョ
ク
ト
ン
（Goh Chok T

ong

）
第
二
代
首

相
の
第
一
秘
書
を
務
め
た
。
な
お
、
選
挙
戦
期
間
中
に
ゴ
ー
前
首
相

が
、「
タ
ン
は
事
務
次
官
に
昇
進
す
る
よ
う
な
資
質
を
有
し
て
い
な

か
っ
た
」（ST

, 2011. 5. 1

）
と
元
第
一
秘
書
を
貶
め
る
発
言
を
し
、

有
権
者
は
、「
野
党
議
員
は
邪
魔
な
も
の
」
と
し
か
見
な
さ
な
い
Ｐ

Ａ
Ｐ
の
旧
態
依
然
と
し
た
態
度
を
再
確
認
し
た
。

３
活
発
化
す
る
市
民
社
会

総
選
挙
直
後
、
首
相
は
、
不
動
産
の
急
激
な
値
上
が
り
を
調
整
で

き
な
か
っ
た
と
し
て
、
国
家
開
発
相
な
ど
三
人
の
大
臣
を
解
任
し
、

ま
た
外
国
人
の
大
量
受
け
入
れ
を
見
直
し
始
め
た
。
さ
ら
に
、
父
ク

ア
ン
ユ
ー
と
ゴ
ー
と
い
う
二
人
の
首
相
経
験
者
を
閣
僚
か
ら
退
か
せ

る
な
ど
、
一
九
人
の
閣
僚
中
七
人
を
交
代
さ
せ
た
。「
刷
新
」
の
イ

メ
ー
ジ
を
国
民
に
持
た
せ
る
た
め
で
あ
る
。
政
府
の
こ
の
よ
う
な
姿

勢
を
見
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
譲
歩
を
引
き
出
せ
る
と
感
じ
た
国

民
、
と
く
に
教
育
を
受
け
た
若
い
層
の
な
か
か
ら
、
抑
圧
的
な
政
策

に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
よ
う
な
運
動
が
起
こ
り
始
め
た
。
ま
た
、

移
民
へ
の
反
発
を
き
っ
か
け
に
、
国
民
の
連
帯
を
促
す
ユ
ニ
ー
ク
な

運
動
が
起
こ
っ
た
。
総
選
挙
後
の
注
目
す
べ
き
動
き
を
述
べ
た
い
。

土
地
収
用
法
へ
の
異
議
申
し
立
て

―
ブ
キ
ッ
ト
・
ブ
ラ
ウ
ン
墓
地
保
存
運
動

土
地
収
用
法
と
は
、
政
府
が
公
共
公
益
目
的
の
事
業
に
必
要
な
土

地
を
容
易
に
取
得
し
、
立
ち
退
き
に
伴
う
補
償
額
も
政
府
が
定
め
る

こ
と
を
可
能
に
し
た
法
律
で
、
権
威
主
義
的
統
治
の
根
幹
を
な
す
重

要
な
法
と
言
え
る
。
住
民
は
政
府
の
土
地
収
用
の
決
定
に
異
議
を
唱

え
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
収
用
の
補
償
額
の
み
裁
判
に
持
ち
込
む
こ

と
が
で
き
る
（
一
審
の
み
）
と
さ
れ
た
。
こ
の
強
制
的
な
土
地
収
用

に
よ
っ
て
、
国
有
地
は
一
九
六
八
年
の
二
六
・
一
％
か
ら
二
〇
一
二

年
に
は
八
七
％
に
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
工
業
地
帯
や
公
団
の
建
設

が
短
期
間
に
進
ん
だ
。
人
々
は
住
み
慣
れ
た
場
所
か
ら
公
団
へ
、
さ

ら
に
政
府
が
公
団
の
取
り
壊
し
を
決
め
る
と
、
別
の
公
団
に
移
転
さ

せ
ら
れ
て
き
た
。
墓
地
も
ま
た
強
制
移
転
の
対
象
と
な
り
、
生
者
も

死
者
も
狭
い
国
土
の
有
効
利
用
の
た
め
に
強
制
移
転
さ
せ
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

東
京
ド
ー
ム
の
約
一
八
倍
の
面
積
を
持
つ
墓
地
ブ
キ
ッ
ト
・
ブ
ラ

ウ
ン
（Bukit Brow

n

）
は
、
中
国
以
外
で
は
世
界
最
大
の
華
人
墓

地
で
あ
る
。
政
府
は
一
九
七
三
年
前
後
に
す
べ
て
の
墓
地
を
閉
鎖
、

さ
ら
に
土
地
収
用
法
に
よ
っ
て
多
く
の
墓
地
を
強
制
収
用
し
た
が
、

ブ
キ
ッ
ト
・
ブ
ラ
ウ
ン
墓
地
は
収
用
か
ら
免
れ
て
い
た
（T

an 
2011: 8-19

）。

ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
返
っ
た
こ
の
墓
地
が
大
き
な
注
目
を
集
め
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
一
年
七
月
、
政
府
が
墓
地
北
西
部
に

道
路
を
建
設
す
る
、
工
事
は
一
三
年
初
頭
か
ら
開
始
す
る
と
発
表
し

た
直
後
か
ら
で
あ
る
。
道
路
建
設
に
よ
っ
て
一
〇
万
基
の
う
ち
約
五

〇
〇
〇
基
の
墓
が
政
府
の
公
共
墓
地
に
移
転
を
余
儀
さ
れ
る
の
だ

が
、
政
府
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
墓
地
の
移
転
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど

反
対
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
計
画
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
む
と
考
え
て
い

写真　ブキット・ブラウン墓地
（出所）2011年11月、筆者撮影。
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束
さ
れ
続
け
た
。
こ
れ
ま
で
治
安
維
持
法
で
逮
捕
・
拘
束
さ
れ
た
人

数
を
政
府
は
発
表
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
、
野

党
議
員
か
ら
の
質
問
に
答
え
て
、「（
マ
レ
ー
シ
ア
連
邦
時
代
の
）
六

三
年
か
ら
九
〇
年
ま
で
に
逮
捕
さ
れ
た
数
は
二
四
六
〇
人
、
う
ち
拘

束
さ
れ
た
の
は
一
〇
四
五
人
で
あ
る
」（Singam

 2013: 88-90

）
こ

と
を
国
会
で
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
以
降
で
は
、「
イ
ス
ラ
ム
過
激

派
」
と
疑
わ
れ
た
四
三
人
が
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
政
府
は
、「
国
家
の
安
全
と
治
安
を
守
る
最
後
の
手
段
と
し

て
、
治
安
維
持
法
を
破
棄
す
る
つ
も
り
は
な
い
」（ST

, 2011. 9. 
30

）
と
明
言
し
た
。
た
だ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
同
様
に
治
安
維
持
法
を

堅
持
し
て
き
た
マ
レ
ー
シ
ア
が
、
二
〇
一
一
年
九
月
に
廃
止
を
宣
言

し
た
た
め
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
内
で
も
今
後
は
同
法
の
必
要
性
に
つ

い
て
の
議
論
が
高
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

大
陸
移
民
へ
の
異
議
申
し
立
て

―「
カ
レ
ー
の
日
」

二
〇
一
一
年
八
月
二
一
日
、
六
～
八
万
人
が
参
加
し
た
「
カ
レ
ー

の
日
」
が
祝
わ
れ
た
（ST
, 2012. 8. 23

）。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
カ

レ
ー
は
そ
の
多
民
族
性
を
反
映
し
て
、
マ
レ
ー
風
、
イ
ン
ド
風
、
独

自
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
中
華
風
と
多
様
で
あ
る
が
、
多
民
族
国
家
ら
し

い
食
文
化
を
祝
お
う
と
、
自
宅
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
学
校
な
ど
で
多
く

の
国
民
が
カ
レ
ー
を
食
べ
た
。

そ
の
き
っ
か
け
は
、
中
国
か
ら
の
新
移
民
一
家
が
、
隣
の
イ
ン
ド

系
住
民
一
家
の
カ
レ
ー
の
に
お
い
が
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
苦
情

を
、
公
団
管
理
事
務
所
に
持
ち
込
み
、
事
務
所
は
、「
新
移
民
の
華

人
一
家
が
不
在
の
と
き
に
だ
け
、
イ
ン
ド
系
一
家
は
カ
レ
ー
を
作
る
」

と
い
う
仲
裁
を
し
た
。
こ
れ
が
小
さ
く
新
聞
に
報
じ
ら
れ
る
と
、
外

国
人
の
大
量
流
入
へ
の
反
発
が
高
ま
っ
て
い
た
時
期
だ
け
に
、
ネ
ッ

ト
を
通
し
て
瞬
く
間
に
広
ま
り
、
外
国
人
と
く
に
中
国
大
陸
か
ら
の

新
移
民
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
文
化
を
尊
重
し
な
い
と
い
う
不
満
を
高

め
た
。
不
満
を
持
っ
た
一
部
の
有
志
が
「
カ
レ
ー
の
日
」
を
提
案
、

こ
の
日
の
カ
レ
ー
は
国
民
の
連
帯
の
象
徴
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
か
ら
の
移
民
へ
の
反
発
は
、
そ
の
後
も
相
次
い
だ
事
件
に

よ
っ
て
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
。
二
〇
一
二
年
二
月
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

国
立
大
学
で
学
ぶ
中
国
人
留
学
生
が
、
不
快
な
思
い
を
さ
せ
ら
れ
た

中
年
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
男
性
を
「
犬
」
と
自
身
の
ブ
ロ
グ
で
侮
辱
し
た

こ
と
が
広
ま
り
、
ネ
ッ
ト
上
に
中
国
か
ら
の
移
民
に
対
す
る
不
満
や

抗
議
が
大
量
に
書
き
込
ま
れ
た
。
大
学
は
留
学
生
の
奨
学
金
を
停
止

し
、
さ
ら
に
罰
金
と
社
会
奉
仕
を
命
じ
た
（『
聯
合
早

』
二
〇
一
二

年
三
月
二
七
日
）。
翌
五
月
に
は
、
深
夜
に
泥
酔
し
た
若
い
中
国
人

実
業
家
が
運
転
す
る
高
級
車
が
信
号
待
ち
の
タ
ク
シ
ー
に
衝
突
、
実

業
家
お
よ
び
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
と
そ
の
乗
客
が
死
亡
し
た
（ST

, 
2012. 5. 13

）。
衝
突
の
様
子
は
近
く
の
別
の
タ
ク
シ
ー
の
カ
メ
ラ
に

偶
然
映
っ
て
い
て
、
そ
の
映
像
が
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
、
ア
ク
セ

ス
が
殺
到
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
習
慣

や
法
律
を
尊
重
し
な
い
大
陸
か
ら
の
移
民
と
い
う
不
満
が
広
が
っ
た

の
で
あ
る
。

た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
予
想
に
反
し
て
計
画
は
強
烈
な
反
対

に
直
面
し
た
。
そ
れ
も
埋
葬
さ
れ
て
い
る
故
人
の
遺
族
よ
り
も
、
一

般
の
比
較
的
若
い
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
が
声
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
移

転
反
対
の
人
々
は
、
墓
地
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
通
り
や
公
園
に
名

を
残
す
有
名
人
が
眠
っ
て
い
る
、
さ
ら
に
は
、
無
名
で
は
あ
っ
て
も

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
発
展
の
礎
を
築
い
た
多
く
の
祖
先
が
眠
っ
て
い

て
、
墓
石
に
刻
ま
れ
た
そ
の
一
生
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
歴
史
そ
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
墓
地
を
管
理
・
保
存
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た
。
こ
れ
に
ネ
イ
チ
ャ
ー
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
が
加
わ
り
、
墓
地
に
は

絶
滅
危
惧
種
を
含
む
野
鳥
が
生
息
し
、
貴
重
な
樹
木
も
数
多
く
生
い

茂
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
生
態
系
を
保
護
し
よ
う
と
訴
え
た
。
反
対

を
唱
え
る
人
々
や
団
体
は
週
末
に
墓
地
ツ
ァ
ー
を
企
画
し
て
、
多
く

の
人
に
墓
地
を
案
内
し
て
自
分
た
ち
の
主
張
へ
の
理
解
を
求
め
る
だ

け
で
な
く
、
サ
イ
ト
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
活
用
し
て
賛
同
者
を
瞬

く
間
に
増
や
し
た
。
こ
れ
ら
の
団
体
が
共
同
で
開
催
し
た
二
〇
一
一

年
一
一
月
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
会
場
に
入
り
き
れ
な
い
多
く
の

人
が
、
入
口
近
く
に
長
時
間
立
っ
た
ま
ま
で
墓
地
保
存
の
声
を
あ

げ
、
土
地
収
用
法
の
見
直
し
を
政
府
に
求
め
る
な
ど
、
熱
気
溢
れ
る

も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
広
範
な
反
対
運
動
に
直
面
し
て
、
政
府
は
運
動
の

リ
ー
ダ
ー
と
の
異
例
の
対
話
を
開
始
し
、
土
地
収
用
法
の
見
直
し
に

は
言
及
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
移
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
墓
の
詳
細

な
記
録
を
取
る
こ
と
、
記
録
や
調
査
の
た
め
に
予
算
を
付
け
て
、
顧

問
委
員
会
も
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
た
だ
、
数
回
の
対
話

と
委
員
会
の
後
に
、
政
府
は
、
建
設
予
定
の
道
路
の
三
分
の
一
を
陸

橋
に
し
て
一
〇
〇
〇
基
ほ
ど
の
墓
は
保
護
す
る
が
、
工
事
は
予
定
通

り
開
始
す
る
と
発
表
し
た
。
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
は
決
定
に
反
発
し
て

い
る
が
、「
合
法
的
な
」
決
定
を
覆
す
こ
と
は
困
難
で
、
講
演
会
や

セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
作
成
な
ど
の
運
動
は
現

在
で
も
続
い
て
い
る＊

２

。

治
安
維
持
法
へ
の
異
議
申
し
立
て

二
〇
一
二
年
六
月
、
治
安
維
持
法
で
拘
束
さ
れ
た
経
験
を
持
つ
元

弁
護
士
な
ど
が
野
外
集
会
を
開
い
て
、
こ
れ
ま
で
拘
束
さ
れ
た
多
く

の
「
危
険
分
子
」
の
容
疑
の
再
審
査
と
治
安
維
持
法
の
廃
止
を
、
集

ま
っ
た
約
一
〇
〇
人
の
市
民
に
訴
え
た
（ST

, 2012. 6. 3

）。
治
安

維
持
法
見
直
し
を
求
め
る
市
民
集
会
の
開
催
は
、
初
め
て
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
元
弁
護
士
は
、
八
七
年
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
国
家
転

覆
計
画
」
に
か
か
わ
っ
た
と
し
て
拘
束
さ
れ
た
活
動
家
の
一
人
で
、

釈
放
ま
で
の
約
二
年
間
の
体
験
を
ま
と
め
た
本
（T

eo 2010

）
を
マ

レ
ー
シ
ア
で
出
版
し
、
ま
た
二
〇
一
一
年
総
選
挙
で
も
野
党
集
会
で

演
説
す
る
な
ど
し
て
話
題
に
な
っ
て
い
た
。

治
安
維
持
法
は
植
民
地
時
代
に
イ
ギ
リ
ス
が
「
反
英
分
子
」
を
取

り
締
ま
る
た
め
に
特
別
警
察
に
与
え
た
特
権
を
起
源
と
し
て
い
る
。

Ｐ
Ａ
Ｐ
政
府
は
独
立
後
も
こ
の
法
を
廃
止
せ
ず
、
一
九
六
六
年
に
逮

捕
さ
れ
た
「
共
産
主
義
者
」
の
一
人
は
二
四
年
間
に
も
わ
た
っ
て
拘
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国
民
の
七
五
％
が
華
人
で
、
祖
先
は
大
陸
中
国
か
ら
の
移
民
だ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
大
陸
か
ら
の
新
移
民
に
対
す
る

不
満
が
強
い
の
は
、
数
が
多
い
こ
と
に
加
え
て
、
英
語
教
育
を
受
け

て
育
っ
た
若
い
層
に
と
っ
て
、
中
国
は
す
で
に
外
国
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
移
民
の
な
か
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
「
小
さ
な
親
戚
国
」

の
よ
う
に
見
る
だ
け
で
な
く
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
人
が
華
語
を
う
ま

く
話
せ
な
い
こ
と
を
嘲
笑
す
る
者
も
い
る
か
ら
と
言
わ
れ
て
い
る
。

外
国
人
の
急
増
が
国
民
の
連
帯
を
促
す
と
い
う
予
期
せ
ぬ
副
産
物
を

も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、
こ
の
運
動
を
き
っ
か
け
に
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
人
を
定
義
し
よ
う
と
い
う
大
き
な
議
論
が
わ
き
上
が
っ
て
い
る
。

お
わ
り
に

ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
主
流
化
を
掲
げ
た
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
、
外
国
人
家
事
労

働
者
の
法
的
保
護
を
求
め
た
Ｔ
Ｗ
Ｃ
２
の
活
動
に
、
政
府
は
「
協

力
」
し
、
政
策
を
変
更
さ
せ
た
。
そ
れ
は
二
つ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
が

政
府
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
土

地
収
用
法
や
治
安
維
持
法
見
直
し
は
、
統
治
の
根
幹
に
か
か
わ
る
だ

け
に
、
政
府
が
譲
歩
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
政
策
研
究
所
の
調
査
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
人
の
多
く
は
い
ま
だ
保
守
的
で
大
き
な
変
革
を
求
め
て
い
な

い
。
総
選
挙
で
国
民
が
選
択
し
た
野
党
は
、
労
働
者
党
と
い
う
「
穏

健
」
な
野
党
で
あ
っ
た
。
労
働
者
党
委
員
長
は
、「
い
つ
も
与
党
と

正
面
か
ら
ぶ
つ
か
れ
ば
よ
い
野
党
に
な
る
と
考
え
て
い
る
人
も
い

る
。
で
も
、
そ
れ
は
正
し
い
方
向
で
は
な
い
。
も
し
与
党
の
決
定
に

合
理
性
と
必
要
性
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
不
人
気
な
政
策
で

も
私
た
ち
は
反
対
し
な
い＊

３

」
と
、
Ｐ
Ａ
Ｐ
と
も
政
策
に
よ
っ
て
は
協

力
す
る
柔
軟
な
姿
勢
を
み
せ
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
着
実
に
支
持
基

盤
を
広
げ
て
き
た
。
多
く
の
国
民
は
、
こ
の
よ
う
に
政
策
重
視
で
現

実
的
な
労
働
者
党
な
ら
、
Ｐ
Ａ
Ｐ
の
こ
れ
ま
で
の
政
策
を
大
き
く
変

え
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
て
、
支
持
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
も
、
抑
圧
的
な
政
策
に
真
っ
向
か
ら
反
対
を
掲
げ
る
人
々

の
登
場
、
さ
ら
に
大
量
の
外
国
人
移
民
の
流
入
が
熾
烈
な
職
争
い
や

不
動
産
の
高
騰
と
い
っ
た
諸
問
題
を
も
た
ら
し
た
一
方
で
、「
カ

レ
ー
の
日
」
と
い
う
国
民
の
連
帯
を
求
め
る
「
下
か
ら
の
」
運
動
を

生
み
出
し
た
こ
と
は
、
着
実
に
市
民
社
会
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。

◉
注

＊
１ 

Ａ
Ｗ
Ａ
Ｒ
Ｅ
会
長
（
二
〇
〇
〇
～
〇
一
年
度
）
会
長D

ana Lam
-

T
eo

、
同
副
会
長 T

isa N
g

へ
の
筆
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
〇
一
年
一

二
月
一
九
日
）。

＊
２ 
保
存
を
訴
え
る
サ
イ
ト
は
、http://bukitbrow

n.com
/m

ain/

。

＊
３ 
労
働
者
党
委
員
長Sylvia Lim

へ
の
筆
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇

〇
八
年
一
二
月
一
二
日
）。
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oir from

 
the M

argins, Singapore: Select Books, 2013. 

ケ
ラ
ラ
（
イ
ン
ド
）

出
身
で
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
現
在
ま
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
市
民
運

動
活
動
家
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
活
動
を
続
け
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人

女
性
コ
ン
ス
タ
ン
ス
・
シ
ン
ガ
ム
の
自
叙
伝
。


